
 第３章　市民に開かれた議会

条　　　文

　議会は、本会議および委員会の会議を原則公開とし、市民の傍聴等を促進する積極的な取組を進め
るものとする。
２　議会は、議会活動について多様な手法を用いて積極的に情報の発信を行い、意思決定の過程等を
速やかに、かつ、わかりやすく明らかにするものとする。
３　委員会の委員長（以下「委員長」という。）は、付託議案の審査結果の報告および質疑におい
て、審査の過程および論点、委員会の付帯意見等について明らかにするものとする。

これまでの
取組状況

　傍聴の促進について、市議会ホームページや各定例会案内ポスターを庁内に掲示するなど、傍聴の
周知および促進に努めました。
　また、市議会だよりは草津市議会広報編集委員会を中心に見やすい紙面づくりに努めました。
　また、委員会中継の課題を引き続き議論し、検討を継続していくこととしました。

今後の課題等
　様々な方法により広報を行っていますが、まだまだ委員会の傍聴者が少ないことから、市民が傍聴
しやすい環境整備、周知の方法について検討する必要があります。

条　　　文

　議会は、市民との意見交換の機会を多様に設け、市民の意見を議会および議員の政策立案に反映さ
せるものとする。
２　委員会は、請願の審査において、紹介議員の説明後、必要に応じ請願者に意見を聴くことができ
る。
３　議会は、本会議および委員会の会議において、地方自治法（以下「法」という。）第１０９条第
５項および第１１５条の２の公聴会制度および参考人制度を活用し、利害関係者の意見、学識経験者
等の専門的または政策的識見等を討議に反映させるよう努めるものとする。

これまでの
取組状況

　第７条のこれまでの取組状況に記載のとおり、議会報告会において事前に市民から質問を募集し、
映像の中で丁寧に回答することで、広聴に努めました。
　また、広聴機能の強化に向けた方向性として、今後は委員会単位で広聴の機会を設けるなど、委員
会を主体に進めていくものとし、具体的な取組方法については引き続き検討していくこととしまし
た。

今後の課題等

　議会報告会の機会のみならず、オンラインビデオ会議システムの活用など、新たな手法を検討しな
がら市民との意見交換の機会を多様に設け、市民の意見を議会および議員の政策立案に反映させてい
くための仕組みの検討が必要です。
　また、請願の審査における請願者の意見聴取や公聴会制度、参考人制度の活用については、状況に
応じて活用していく必要があります。

条　　　文
　議会は、議会活動を報告するとともに、市民の意見を聴く場として、定期的に議会報告会を行うも
のとする。

これまでの
取組状況

　令和３年の議会報告会は、新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、「映像配信型」の議
会報告会として、「Ｗｅｂ オープンＴｈｅ議会」と題し、草津市議会ホームページ「草津市議会中
継」にて、令和３年７月１２日から９月３０日まで配信しました。事前に市民から質問を募集し、映
像の中で丁寧に回答することで、広聴に努めました。

今後の課題等
　新型コロナウイルス感染症による影響の長期化を想定し、開催手法を工夫しながら今後も定期的に
開催する必要があります。また、アンケート募集に課題があることから、市民の意見を聴く場として
の開催について検討が必要と考えます。

草津市議会基本条例の取組状況の検証

【対象期間：令和２年１０月２日から令和３年１０月１日まで】

第５条（市民への情報公開および情報発信）

第６条（多様な市民参加および市民との連携）

第７条（議会報告会）



 第４章　政策の立案および提言を行う議会

条　　　文

　議員は、議会が議員による討議の場であることを認識し、本会議および委員会の審議において、議
員間の十分な討議を尽くし、合意形成に努めるとともに、その経過および結果について市民への説明
責任を十分に果たさなければならない。
２　議長および委員長は、議員間の討議を中心とした運営に努めるものとする。

これまでの
取組状況

　常任委員会の所管事務調査にあたっては、市政における喫緊の課題をテーマとして選定し、委員間
討議を中心とした委員会運営を実施しました。また、今期から調査結果報告書を市長等に提出し回答
を求めるなど、調査結果の具現化を図りました。
　委員会審議の経過や結果については、議会報告会やくさつ市議会だより、ホームページ掲載、本会
議での委員長報告、議事録の公開等で市民へ説明を行いました。
　また、議員がテーマを設定し、全議員が党派を超えて自由闊達に議論する「議員ディスカッショ
ン」を実施し、議員間討議の活性化に取り組みました。

今後の課題等
　委員間討議については、執行部との質疑が中心となり、十分な議員間の討議に至らない場合が見う
けられます。委員間討議の充実を図るため、議員ディスカッションの活用や、議案の事前理解・熟知
を前提に、論点を明確にした委員会運営に努め、議会としての合意形成に努める必要があります。

条　　　文

　議会は、議員間討議を尽くし、意見集約がなされた内容について、条例の提案、議案の修正、決議
等に向けた政策立案を行い、または市長等（市長その他の執行機関をいう。以下同じ。）に対し政策
提言を行うものとする。
２　議会は、議員の資質ならびに政策形成および立案能力の向上を図るため、議員研修の充実および
強化に努めるものとする。

これまでの
取組状況

　毎年度、政策課題等を研究する議員研修会を実施する中で、今期は「草津市議会の災害時対応と
防災コミュニケーション能力強化」をテーマとする研修会を実施しました。また、「議員ディスカッ
ション」の実施により、議員の自由発意による政策形成および立案能力の向上を図りました。

今後の課題等

　議案審査における議員間討議に至るまでの論点整理等、議員間での共通の認識を持てるよう、所管
事務調査の深化や、委員会単位で広聴の機会を設けるなど、委員会における取組を活性化し、課題を
意識した議会活動や、議員個々が課題解決に向けた政策形成能力等の向上につなげていく必要があり
ます。

条　　　文

　議会は、議案の審査および市の事務に関する調査のため、法第１００条の２の専門的事項に係る調
査を活用し、討議および審査に反映させるよう努めるものとする。
２　議会は、必要があると認めるときは、学識経験者等で構成する調査機関を設置することができ
る。
３　第１項の専門的事項に係る調査および前項の調査機関の設置は、議決により行う。

これまでの
取組状況

（現在、記載すべき内容はありません。）

今後の課題等
　課題が発生したタイミングを逃さず、草津市においての課題を議員間で共有し、専門的知見の積極
的な活用について検討する必要があります。

条　　　文
　議会は、市政に関する重要施策、課題等に対して議員間の共通認識および合意形成を図り、政策立
案等を行うため、政策討論を行うものとする。

これまでの
取組状況

　政策立案および政策提言を行うための政策討論会実施要領を見直しました。第８条、第９条に記載
の通り「議員ディスカッション」を実施しました。

今後の課題等
　地域課題や行政課題を、議員個人が議会全体の共通認識として通していくことの難しさがある中
で、所管事務調査項目の他にも、広聴機能を担う場の検討や会派単位での課題抽出の機会の検討な
ど、問題提起しやすい土壌を整えていくことも重要です。

第８条（討議する議会）

第９条（政策立案および政策提言）

第１０条（専門的知見の活用）

第１１条（政策討論）



 第５章　行政の監視および評価を行う議会

条　　　文

　議会の審議における議員と市長等との関係については、緊張関係を保持するものとする。
２　議員は、本会議における議案質疑および質問においては、広く市政上の課題を質問し、かつ、質
問の論点および争点を明確にしなければならない。
３　議会は、社会経済情勢等により新たに生じる市政課題に迅速かつ的確に対応するため、常任委員
会および特別委員会の専門性および特性を活かした適切な運営に努め、機動力を高めなければならな
い。

これまでの
取組状況

　議会ＩＣＴの推進によって必要な情報を迅速に把握し、審査の能率化につなげることで、さらなる
監視機能及び審査機能の強化を目指します。また、議案質疑および一般質問において従来の一問一答
方式に加えて分割質問分割答弁方式を取り入れたほか、従来通りとなったものの質問時間の見直しを
検討するなど、本会議における議論のあり方を再確認しました。

今後の課題等
　議案の熟知や日頃の調査研究等に努力し、議員の質の向上に努め、監視機能および審査機能の強化
に向けて取り組む必要があります。

条　　　文

　本会議および委員会において、議員の質問に対し答弁をする者は、質問の論点および根拠等を明確
にするため、議長または委員長の許可を得て、反問することができる。
２　本会議および委員会において、市長等は、議員の発言および議員または委員会による条例の提
案、議案の修正、決議等に対して、議長または委員長の許可を得て、反論することができる。

これまでの
取組状況

　市長等と議会が、議会の審議等における論点および争点をより明確にして、市民に分かりやすい活
発な議論を行うため、反問権に加え反論権を設けました。（令和２年１１月２４日条例改正）

今後の課題等
　本会議および委員会における審議等を深め、市民に分かりやすい議論となるよう、議会側は質問の
論点や根拠等を明らかにするとともに、市長等は明確な答弁や意思表明を行うために、反問権および
反論権の効果的な運用を図る必要があります。

条　　　文

　議会は、市長等が提案する重要な計画、政策、施策、事業等（以下「重要政策等」という。）につ
いて、議会の審議における論点に関する情報を整理し、政策等の水準を高めるため、次の各号に掲げ
る事項について明らかにするよう市長等に求めることができる。
(1)　重要政策等を必要とする背景        (2)　提案に至るまでの経緯
(3)　市民参加の機会の有無およびその内容(4)　草津市総合計画との整合性
(5)　財源措置　　　　　　　　　　　　　(6)　将来にわたる効果および費用
２　議会は、重要政策等の提案を審議するに当たっては、立案および執行における論点および争点を
明らかにし、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。
３　議会は、予算および決算の審査に当たっては、第１項の規定に準じて、施策別または事業別の説
明を市長に求めることができる。

これまでの
取組状況

　審議に必要な情報の提供を求め、議論を行いました。

今後の課題等 　引き続き、必要な情報の提供を求め、論点および争点を明らかにしていく必要があります。

条　　　文

　法第９６条第２項の規定により、草津市自治体基本条例（平成２３年草津市条例第１１号）第１３
条第２項の基本構想および基本計画（方針および施策に限る。）を議会の議決すべき事件とする。
２　議会は、前項に規定する議決事件の審議において、市長等とともに市民に対する責任を担いなが
ら、計画的、かつ、市民の視点に立った透明性の高い市政運営となるよう議論に努めるものとする。

これまでの
取組状況

　平成３０年１０月の総合計画特別委員会設置以降、第６次草津市総合計画の策定に向けて、執行部
から基本構想案等の説明を受ける中で分野別に丁寧な討議を重ね、令和２年１１月定例会では基本構
想、令和３年２月定例会では第１期基本計画を議決しました。

今後の課題等
　第６次草津市総合計画が、中長期的な視点で市域の課題を解決する基礎となり、本市の魅力や活力
が創出された持続可能なまちづくりを進められるよう、その進捗や成果を評価していく必要がありま
す。

条　　　文
　議会は、予算および決算の審査等において、草津市総合計画に定める基本方針を踏まえ、当該審査
に付される事業の評価に努めるものとする。

これまでの
取組状況

　予算および決算審査の手法を見直したことで、決算審査における従来手法の事業評価を取りやめま
した。

今後の課題等
　審査方法を試行錯誤する中で、予算審査と決算審査のサイクルが有効に働くような評価システムを
再構築し、的確な評価の視点を持って議案の審査に努めていく必要があります。

第１３条（反問権および反論権）

第１４条（重要政策等における論点に関する情報の提供）

第１５条（議決事件）

第１６条（評価機能の強化）

第１２条（監視機能および審査機能の強化）



 第６章　議会の機能向上

条　　　文
　議会は、議会制度に係る法改正等があったとき、または議会改革の継続的な推進の観点から必要が
あると認めたときは、必要な組織を設置し、当該議会制度について速やかに調査または検討を行わな
ければならない。

これまでの
取組状況

　議会の更なるＩＣＴ推進に向け、議会ＩＣＴ推進部会を設置し、具体的な取組方法等の検討を行い
議会改革推進特別委員会へ提言を行いました。
　また、議会運営のあり方について見直しを行った結果、これまで議会改革推進特別委員会を中心に
調査研究を行ってきた議会改革の推進については、議会運営全体の活性化を図る観点から、議会運営
委員会に議論の軸を移すこととしました。

今後の課題等

　ＩＣＴ推進については、令和５年度以降の次期タブレット端末機器の機種選定について、引き続き
検討していく必要があります。
　議会改革推進特別委員会は平成２３年に設置され、これまで議会改革に関わる具体的な調査研究を
担ってきましたが、一定の役割を果たしたものとして今期末で廃止することとしました。今後、議会
改革の推進を引き継いでいく議会運営委員会においても、より迅速で機能的な取組を図る必要があり
ます。

条　　　文

　議員は、法第１００条第１４項の政務活動費を別に定める条例に基づき、かつ、有効に活用し、積
極的に調査研究その他の活動を行うものとする。
２　議会は、議員の調査研究に資するため議会図書室の充実に努めるものとする。
３　議会は、政策立案および政策提言ならびに監視、審査、評価および調査の機能の充実および強化
のため、大学等研究機関との連携ならびに議会事務局の法務および調査研究体制の整備に努めるもの
とする。

これまでの
取組状況

　タブレット端末のより一層の活用により、行政の先進事例等の情報検索、情報伝達の即時性や共有
性を高めることで、調査研究体制の充実に努めました。

今後の課題等 　引き続き、議会の調査研究体制の充実等に取り組む必要があります。

 第７章　議員定数および議員報酬

条　　　文
　議会は、議員定数の改定に当たっては、市政の現状、課題ならびに将来の予測および展望を十分に
考慮するとともに、市民の意向を把握し、本市の実情にあった定数を検討するものとする。

これまでの
取組状況

（現在、記載すべき内容はありません。）

今後の課題等
　今後も本市を取り巻く状況や社会動向等を勘案して、時機を見て議論を行っていく必要がありま
す。

条　　　文
　議会は、議員報酬の改定に当たって、委員会または議員が提案する場合は、市政の現状、課題なら
びに将来の予測および展望を十分に考慮するとともに、市民の意向を把握し、本市の実情にあった議
員報酬を検討するものとする。

これまでの
取組状況

（現在、記載すべき内容はありません。）

今後の課題等
　今後も本市を取り巻く状況や社会動向等を勘案して、時機を見て議論を行っていく必要がありま
す。

第１８条（議会の調査研究体制の充実および強化）

第１９条（議員定数）

第２０条（議員報酬）

第１７条（議会改革の推進）


